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議案第１号 

衣浦東部広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 改正の理由 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止及び統計法の改正に伴い、条

例の一部を改正する必要があるため。 

２ 改正の概要 

引用条項名の改正（第２条及び第４条関係） 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）が廃止

され個人情報の保護に関する法律に統合されること及び統計法の一部が改正されること

に伴い、引用条項の改正を行う。 

３ 施行期日 

令和４年４月１日から施行する。 
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（
議
案
第
１
号
参
考
資
料
）
 

新
旧
対
照
表
 

○
衣
浦
東
部
広
域
連
合
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
５
年
４
月
１
８
日
衣
浦
東
部
広
域
連
合
条
例
第
３
０
号
）
 

新
 

旧
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

(1
)～

(3
) 

（
略
）
 

(4
) 

個
人
識
別
符
号
 
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
５
年
法
律
第
５

７
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
個

人
識
別
符
号
を
い
う
。
 

(5
) 

要
配
慮
個
人
情
報
 
本
人
の
人
種
、
信
条
、
社
会
的
身
分
、
病
歴
、
犯
罪
の
経

歴
、
犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
事
実
そ
の
他
本
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
、
偏
見

そ
の
他
の
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
そ
の
取
扱
い
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
も
の

と
し
て
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
１
５
年
政
令
第
５
０
７

号
）
第
２
条
で
定
め
る
記
述
等
が
含
ま
れ
る
個
人
情
報
を
い
う
。
 

(6
)～

(9
) 

（
略
）
 

（
適
用
除
外
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

(1
) 

統
計
法
（
平
成
１
９
年
法
律
第
５
３
号
）
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
基
幹
統

計
調
査
及
び
同
条
第
７
項
に
規
定
す
る
一
般
統
計
調
査
に
係
る
調
査
票
情
報
（
同

条
第
１
１
項
に
規
定
す
る
調
査
票
情
報
を
い
う
。
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

（
定
義
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

(1
)～

(3
) 

（
略
）
 

(4
) 

個
人
識
別
符
号
 
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

（
平
成
１
５
年
法
律
第
５
８
号
。
以
下
「
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い

う
。
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
個
人
識
別
符
号
を
い
う
。
 

(5
) 

要
配
慮
個
人
情
報
 
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る

要
配
慮
個
人
情
報
を
い
う
。
 

   (6
)～

(9
) 

（
略
）
 

（
適
用
除
外
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

(1
) 

統
計
法
（
平
成
１
９
年
法
律
第
５
３
号
）
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
基
幹
統

計
調
査
及
び
同
条
第
７
項
に
規
定
す
る
一
般
統
計
調
査
に
係
る
調
査
票
情
報
に
含

ま
れ
る
個
人
情
報
そ
の
他
の
同
法
第
５
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
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新
 

旧
 

含
ま
れ
る
個
人
情
報
 

(2
) 

統
計
法
第
２
条
第
８
項
に
規
定
す
る
事
業
所
母
集
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
さ

れ
て
い
る
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
 

(3
) 

統
計
法
第
２
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
届
け
出
ら
れ
た
統
計
調

査
に
係
る
調
査
票
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
 

(4
) 

統
計
法
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
行
政
機
関
（
同
法
第
２
条
第
１

項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
を
い
う
。
）
か
ら
提
供
を
受
け
た
行
政
記
録
情
報
（
同

条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
行
政
記
録
情
報
を
い
う
。
）
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
 

 (2
) 

統
計
法
第
２
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
届
け
出
ら
れ
た
統
計
調

査
に
係
る
調
査
票
情
報
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
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議案第２号 

衣浦東部広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

１ 改正の理由 

職員の服務の宣誓に関する政令の一部改正に鑑み、条例の一部を改正する必要がある

ため。 

２ 改正の概要 

 (1) 職員の服務の宣誓について、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前に

おいて宣誓書に署名することを不要とし、宣誓書を任命権者に提出することにより行

うこととするもの 

(2) 宣誓書の押印を廃止するもの 

３ 施行期日 

令和４年４月１日から施行する。 
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（
議
案
第
２
号
参
考
資
料
）
 

 

新
旧
対
照
表
 

○
衣
浦
東
部
広
域
連
合
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
５
年
４
月
１
日
衣
浦
東
部
広
域
連
合
条
例
第
９
号
）
 

新
 

旧
 

（
服
務
の
宣
誓
）
 

（
服
務
の
宣
誓
）
 

第
２
条

 
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
は
、
消
防
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
様
式
第
１

号
に
よ
る
宣
誓
書
を
、
消
防
職
員
に
あ
っ
て
は
様
式
第
２
号
に
よ
る
宣
誓
書
を
任
命
権

者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
２
条
 
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
は
、
任
命
権
者
又
は
任
命
権
者
の
定
め
る
上
級
の
公

務
員
の
面
前
に
お
い
て
、
消
防
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
様
式
第
１
号
に
よ
る
宣

誓
書
に
、
消
防
職
員
に
あ
っ
て
は
様
式
第
２
号
に
よ
る
宣
誓
書
に
署
名
し
な
け
れ
ば
、

そ
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

 
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）
 

宣
 
 
 
誓
 
 
 
書
 

宣
 
 
 
誓
 
 
 
書
 

私
は
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重
し
、
か
つ
、
擁
護

す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率
的
に
運
営
す

べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る

こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。
 

私
は
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重
し
、
か
つ
、
擁
護

す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率
的
に
運
営
す

べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る

こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。
 

 
 

 
 
年
 

 
月
 
 
日
 

 
 

 
 
年

 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
 
 
 
 
 
名

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 
 
 
 
 
 
名

 
印
 

様
式
第
２
号
（
第
２
条
関
係
）

 
様
式
第
２
号
（
第
２
条
関
係
）
 

宣
 
 
 
誓
 
 
 
書
 

宣
 
 
 
誓
 
 
 
書
 

私
は
、
日
本
国
憲
法
及
び
法
律
を
尊
重
し
、
命
令
、
条
例
、
規
則
及
び
規
程
を
忠
実
に

擁
護
し
、
消
防
の
目
的
及
び
任
務
を
深
く
自
覚
し
、
そ
の
規
約
が
消
防
職
務
に
優
先
し
て

従
う
こ
と
を
要
求
す
る
団
体
又
は
組
織
に
加
入
せ
ず
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
誠
実
か
つ

公
正
に
消
防
職
務
の
遂
行
に
当
た
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。
 

私
は
、
日
本
国
憲
法
及
び
法
律
を
尊
重
し
、
命
令
、
条
例
、
規
則
及
び
規
程
を
忠
実
に

擁
護
し
、
消
防
の
目
的
及
び
任
務
を
深
く
自
覚
し
、
そ
の
規
約
が
消
防
職
務
に
優
先
し
て

従
う
こ
と
を
要
求
す
る
団
体
又
は
組
織
に
加
入
せ
ず
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
誠
実
か
つ

公
正
に
消
防
職
務
の
遂
行
に
当
た
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。
 

 
 

 
 
年
 

 
月
 
 
日
 

 
 

 
 
年

 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
 
 
 
 
 
名

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 
 
 
 
 
 
名

 
印
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議案第３号 

愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県市町

村職員退職手当組合規約の変更について 

１ 改正の理由 

愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴い、愛知県市

町村職員退職手当組合規約を変更することについて議会の議決が必要となるため。 

２ 改正の概要 

尾張旭市長久手市衛生組合（令和４年３月３１日をもって解散）は、愛知県市町村職

員退職手当組合からの脱退を希望しており、構成団体を定めた別表第１及び議員の選挙

区を定めた別表第２から尾張旭市長久手市衛生組合を削除するもの 

３ 施行期日 

令和４年４月１日 
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（
議
案
第
３
号
参
考
資
料
）
 

 

新
旧
対
照
表
 

○
愛
知
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
（
昭
和
３
３
年
１
０
月
１
７
日
規
約
第
１
号
）

 

新
 

旧
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

 
別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

 

 
知
立
市

 
尾
張
旭
市
 
高
浜
市
 
岩
倉
市

 
豊
明
市

 
日
進
市
 
田
原

市
 
愛
西
市

 
清
須
市
 
北
名
古
屋
市
 
弥
富
市

 
み
よ
し
市
 
あ
ま

市
 
長
久
手
市

 
東
郷
町
 
豊
山
町
 
大
口
町
 
扶
桑
町
 
大
治
町
 

蟹
江
町

 
飛
島
村
 
阿
久
比
町
 
南
知
多
町
 
美
浜
町

 
武
豊
町
 
幸

田
町
 
設
楽
町
 
東
栄
町
 
豊
根
村
 
海
部
南
部
水
道
企
業
団

 
東
部

知
多
衛
生
組
合

 
常
滑
武
豊
衛
生
組
合
 
知
多
南
部
衛
生
組
合

 
北
名

古
屋
水
道
企
業
団

 
北
設
広
域
事
務
組
合

 
海
部
東
部
消
防
組
合

 
尾

三
消
防
組
合

 
丹
羽
広
域
事
務
組
合
 
北
名
古
屋
衛
生
組
合

 
海
部
南

部
消
防
組
合

 
海
部
地
区
水
防
事
務
組
合

 
尾
三
衛
生
組
合

 
愛
知
中

部
水
道
企
業
団

 
知
多
南
部
消
防
組
合
 
五
条
広
域
事
務
組
合

 
海
部

地
区
急
病
診
療
所
組
合

 
衣
浦
東
部
広
域
連
合
 
西
春
日
井
広
域
事
務

組
合
 

 
 

知
立
市

 
尾
張
旭
市
 
高
浜
市
 
岩
倉
市
 
豊
明
市

 
日
進
市
 
田
原

市
 
愛
西
市

 
清
須
市
 
北
名
古
屋
市
 
弥
富
市

 
み
よ
し
市
 
あ
ま

市
 
長
久
手
市

 
東
郷
町
 
豊
山
町
 
大
口
町
 
扶
桑
町
 
大
治
町
 

蟹
江
町

 
飛
島
村
 
阿
久
比
町
 
南
知
多
町
 
美
浜
町

 
武
豊
町
 
幸

田
町
 
設
楽
町

 
東
栄
町
 
豊
根
村
 
海
部
南
部
水
道
企
業
団

 
東
部

知
多
衛
生
組
合

 
常
滑
武
豊
衛
生
組
合
 
知
多
南
部
衛
生
組
合

 
尾
張

旭
市
長
久
手
市
衛
生
組
合

 
北
名
古
屋
水
道
企
業
団

 
北
設
広
域
事
務

組
合
 
海
部
東
部
消
防
組
合
 
尾
三
消
防
組
合
 
丹
羽
広
域
事
務
組
合
 

北
名
古
屋
衛
生
組
合

 
海
部
南
部
消
防
組
合
 
海
部
地
区
水
防
事
務
組

合
 
尾
三
衛
生
組
合

 
愛
知
中
部
水
道
企
業
団
 
知
多
南
部
消
防
組
合
 

五
条
広
域
事
務
組
合

 
海
部
地
区
急
病
診
療
所
組
合

 
衣
浦
東
部
広
域

連
合
 
西
春
日
井
広
域
事
務
組
合
 

 

別
表
第
２
（
第
５
条
関
係
）

 
別
表
第
２
（
第
５
条
関
係
）

 

 
議
員
の

選
挙
区

 
定
数
 

選
挙
区
の
組
合
市
町
村

 
 

 
議
員
の

選
挙
区

 
定
数
 

選
挙
区
の
組
合
市
町
村

 
 

 

１
区

 
５
人
 

尾
張
旭
市
 
岩
倉
市
 
豊
明
市

 
日
進
市
 
愛
西
市
 

清
須
市
 
北
名
古
屋
市
 
弥
富
市

 
あ
ま
市
 
長
久
手

市
 

 
 

１
区

 
５
人
 

尾
張
旭
市
 
岩
倉
市
 
豊
明
市

 
日
進
市
 
愛
西
市
 

清
須
市
 
北
名
古
屋
市
 
弥
富
市

 
あ
ま
市
 
長
久
手

市
 
尾
張
旭
市
長
久
手
市
衛
生
組
合

 

 

 
（
略
）

 
 

 
（
略
）

 
 

 
 

 



 


